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音更町ＨＰ

加
者
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
③
郵

便
番
号
と
住
所
④
生
年
月
日
と

年
齢
⑤
電
話
番
号

※ 

往
復
は
が
き
は
１
人
に
つ
き
１

枚
◆
シ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
学
級

▽ 

と
　
き　

５
月
８
日
～
令
和
７

年
２
月
１９
日
の
原
則
隔
週
の
水

曜
日
、
午
前
９
時
３０
分
～
１１
時

３０
分
（
全
２０
回
）

▽ 

対
　
象　

町
内
在
住
の
６０
歳
以

上
の
人

▽ 

内
　
容　

ミ
ニ
バ
レ
ー
、
パ
ー

ク
ゴ
ル
フ
、
卓
球
な
ど
の
軽
ス

ポ
ー
ツ

▽
定

　
員　

１
０
０
人

▽
参
加
料　

８
０
０
円
（
ス
ポ
ー

　

ツ
傷
害
保
険
料
）

※ 

種
目
に
よ
り
個
人
負
担
が
発
生

し
ま
す
。

▽ 

持
ち
物　

運
動
し
や
す
い
服
装

（
ジ
ー
ン
ズ
不
可
）
、
運
動
靴
、

タ
オ
ル
、
飲
み
物

▽ 

申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
次

の
項
目
を
記
入
し
、
４
月
１６
日

㈫
ま
で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

（
当
日
消
印
有
効
）。

◦ 

返
信
用
表
面　

①
郵
便
番
号
②

住
所
③
参
加
者
氏
名

◦�

往
信
用
裏
面　

①
「
シ
ニ
ア
ス

ポ
ー
ツ
学
級
」
②
参
加
者
氏
名

（
ふ
り
が
な
）
③
郵
便
番
号
と

住
所
④
生
年
月
日
と
年
齢
⑤
性

　

サ
ン
ド
ー
ム
お
と
ふ
け
は
、
各

種
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

◆
幼
児
た
い
そ
う
教
室
（
１
期
）

▽ 

と
　
き　

５
月
８
日
～
７
月
１０

日
の
毎
週
水
曜
日
、
午
後
３
時

４５
分
～
４
時
４５
分
（
全
１０
回
）

▽ 

対
　
象　

町
内
在
住
の
４
歳
～

就
学
前
の
幼
児
と
そ
の
保
護
者

（
開
催
期
間
中
に
４
歳
に
な
る

場
合
も
参
加
可
）

▽ 

内
　
容　

親
子
体
操
、
リ
ズ
ム

体
操
、
手
具
運
動
、
器
械
体
操

な
ど

▽ 

定
　
員　

幼
児
３０
人
と
そ
の
保　

護
者

▽ 

参
加
料　

２
５
０
円
（
ス
ポ
ー

ツ
傷
害
保
険
料
）

▽ 

申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
次

の
項
目
を
記
入
し
、
４
月
１６
日

㈫
ま
で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

（
当
日
消
印
有
効
）

◦ 

返
信
用
表
面　

①
住
所
②
参
加

を
希
望
す
る
幼
児
の
氏
名

◦ 

往
信
用
裏
面

・ 

参
加
を
希
望
す
る
幼
児
の
①
氏

名(

ふ
り
が
な
）
②
年
齢
③
生

年
月
日
④
性
別

・ 

一
緒
に
参
加
す
る
保
護
者
の
⑤

氏
名
⑥
年
齢
⑦
生
年
月
日
⑧
性

別
⑨
郵
便
番
号
と
住
所
⑩
電
話

番
号

※ 

往
復
は
が
き
は
幼
児
１
人
に
つ

き
１
枚
。
受
講
者
の
決
定
は
、

返
信
は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

▽ 

注
意
事
項　

教
室
中
は
親
子
が

一
緒
に
運
動
し
ま
す
の
で
、
参

加
す
る
幼
児
以
外
の
小
さ
な
子

ど
も
は
、
同
伴
で
き
ま
せ
ん
。

◆
チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ポ
ー
ツ
教
室

▽ 

と
　
き　

５
月
２５
日
～
令
和
７

年
２
月
２２
日
の
原
則
毎
月
第
４

土
曜
日
、午
前
１０
時
～
正
午（
全

１０
回
）

▽ 

対
　
象　

町
内
在
住
の
小
学
校

４
～
６
年
生
の
児
童

▽ 

内
　
容　

ミ
ニ
バ
レ
ー
、
バ
ド

ミ
ン
ト
ン
、
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
、

館
外
活
動
な
ど

▽
定
　
員　

４２
人

▽
参
加
料　

８
０
０
円
（
ス
ポ
ー

　

ツ
傷
害
保
険
料
）

▽ 

申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
次

の
項
目
を
記
入
し
、
４
月
３０
日

㈫
ま
で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

（
当
日
消
印
有
効
）。

◦ 

返
信
用
表
面　

①
郵
便
番
号
②

住
所
③
参
加
者
氏
名

◦�

往
信
用
裏
面　

①
「
チ
ャ
レ
ン

ジ
ス
ポ
ー
ツ
教
室
」
②
参
加
者

氏
名
（
ふ
り
が
な
）
③
郵
便
番

号
と
住
所
④
生
年
月
日
と
年
齢

⑤
性
別
⑥
保
護
者
氏
名
⑦
電
話

番
号
⑧
学
校
名
・
学
年
⑨
参

加
し
た
こ
と
が
あ
る
…
「
〇
」、

な
い
…
「
×
」

※ 

往
復
は
が
き
は
１
人
に
つ
き
１

枚
◆ 

い
き
い
き
女
性
軽
ス
ポ
ー
ツ
教

室
（
１
期
）

▽ 

と
　
き　

５
月
１４
日
～
７
月
２３

日
の
毎
週
火
曜
日
（
７
月
１６
日

を
除
く
）、
午
前
１０
時
～
１１
時

４５
分
（
全
１０
回
）

▽ 

対
　
象　

町
内
在
住
の
２０
～
６４

歳
の
女
性

▽ 

内
　
容　

ミ
ニ
バ
レ
ー
、
バ
ド

ミ
ン
ト
ン
、
卓
球
な
ど
の
軽
ス

ポ
ー
ツ

▽
定
　
員　

３０
人

▽
参
加
料　

１
８
５
０
円
（
ス
ポ

　

ー
ツ
傷
害
保
険
料
）

▽ 

持
ち
物　

運
動
し
や
す
い
服
装

（
ジ
ー
ン
ズ
不
可
）
、
運
動
靴
、

タ
オ
ル
、
飲
み
物

▽ 

申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
次

の
項
目
を
記
入
し
、
４
月
１８
日

㈭
ま
で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

（
当
日
消
印
有
効
）。

◦ 

返
信
用
表
面　

①
郵
便
番
号
②

住
所
③
参
加
者
氏
名

◦�
往
信
用
裏
面　

①
「
い
き
い
き

女
性
軽
ス
ポ
ー
ツ
教
室
」
②
参

サ
ン
ド
ー
ム
お
と
ふ
け

か
ら
の
お
知
ら
せ
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場
合
、
申
込
期
間
内
で
も
受
け

付
け
を
終
了
し
ま
す
。

▽ 

申
込
期
間　

４
月
１１
日
㈭
～
令

和
７
年
２
月
２８
日
㈮
（
電
話
で

の
申
し
込
み
は
、
平
日
の
午
前

８
時
４５
分
～
午
後
５
時
３０
分
）

申 

込
・
問
合
先

　
保
健
セ
ン
タ
ー

内
健
康
推
進
課
☎
４２

－

２
７
１

　

２
、
℻
４２

－

２
７
１
３

別
⑥
電
話
番
号

※ 
往
復
は
が
き
は
１
人
に
つ
き
１

枚
（
夫
婦
の
場
合
の
み
２
人
１

枚
で
可
）

◎ 

い
ず
れ
の
教
室
も
定
員
を
超
え

た
場
合
は
抽
選
を
行
い
ま
す

が
、
初
め
て
の
人
を
優
先
し
ま

す
。

申 

込
・
問
合
先　

サ
ン
ド
ー
ム
お

と
ふ
け
（
〒
０
８
０

－

０
３
３

　

０
雄
飛
が
丘
３
番
地
）
☎
４２

－

　

５
５
７
７
、
℻
４２

－

５
５
７
９

日 時　間 場　所

４
月
１０
日
㈬

９：３０～
１１：３０

音 更 町 役 場
１３：００～
１４：１５

１５：００～
１５：４５

富 士 レ ビ オ ㈱ 帯 広 事 業 所

１６：１５～
１６：４５

北海道コカ・コーラボトリング㈱
帯 広 事 業 所

４
月
１１
日
㈭

９：００～
９：４５

十勝総合振興局北部耕地出張所

１０：３０～
１１：１５

社 会 福 祉 法 人 更 葉 園

１３：００～
１３：４５

あ ん じ ゅ 音 更

１４：３０～
１６：００

ダ イ イ チ 音 更 店

４
月
１２
日
㈮

９：００～
９：５０

音 更 消 防 署

１０：３０～
１２：００

音 更 町 農 業 協 同 組 合

１３：４５～
１４：３０

音 更 町 柏 寿 協 会

１５：１５～
１６：３０

音 更 宏 明 館 会 病 院

　左表の日程で、

移動献血車「ひま

わり号」を運行し

ます。

※�当日の状況によ

り献血車の到着

が遅れる場合が

あります。

※�血液の在庫状況

により２００ｍｌの

献血ができない

場合があります。

問�合先　保健セン

ター内健康推進

課☎４２－２７１２、

℻４２－２７１３

献血にご協力をお願いします献血にご協力をお願いします

スポーツ 保健・介護 福 祉 催 し 募 集 そ の 他

　

保
健
師
・
管
理
栄
養
士
に
よ
る

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
健
康
づ

く
り
や
食
事
に
関
す
る
こ
と
、
健

診
結
果
の
見
方
な
ど
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼

日
程
表

日

場
所

受
付
時
間

４
月
１１
日
㈭

保
健
セ
ン
タ
ー

午
前
９
時

３０
分
～
１１

時

４
月
２３
日
㈫

木
野
コ
ミ
セ
ン

※ 

前
日
ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す
。

申 

込
・
問
合
先　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

内
健
康
推
進
課
☎
４２

－

２
７
１

　

２
、
℻
４２

－

２
７
１
３

４
月
の
健
康
相
談
・

　
　
栄
養
相
談
の
日
程

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

接
種
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
接
種
は
、
６５
歳
以
上
の
高

齢
者
な
ど
を
対
象
に
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
と
同
じ
定
期
予
防

接
種
と
し
て
実
施
す
る
予
定
で

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
決
ま
り
次

第
、
広
報
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問 

合
先　

保
健
セ
ン
タ
ー
内
健
康

推
進
課
☎
４２

－

２
７
１

　

元
北
海
道
日
本
ハ
ム
フ
ァ
イ
タ

ー
ズ
選
手
で
、
現
在
は
フ
ァ
イ
タ

ー
ズ
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ア
カ
デ
ミ
ー

コ
ー
チ
の
須
永
英
輝
さ
ん
と
市
川

卓
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
、
野
球
教

室
と
野
球
未
経
験
者
を
対
象
と
し

た
野
球
体
験
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

ま
す
。

◆
野
球
教
室
ｉｎ
お
と
ふ
け

▽ 

と
　
き　

４
月
２７
日
㈯
、
午
前

９
時
～
正
午

▽
と
こ
ろ　

希
望
が
丘
野
球
場

▽ 

対
　
象　

町
内
の
野
球
少
年
団

員
▽ 

定
　
員　

５０
人

▽ 

参
加
料　

千
円

▽ 

申
込
方
法　

４
月
１０
日
㈬
ま
で

に
所
属
す
る
野
球
少
年
団
へ
申

野
球
教
室
と
野
球
体
験

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
主

　
催　

教
育
委
員
会

◆
野
球
体
験
イ
ベ
ン
ト

▽ 

と
　
き　

４
月
２７
日
㈯
、
午
後

２
時
～
３
時

▽
と
こ
ろ　

希
望
が
丘
野
球
場

▽ 

対
　
象　

町
内
在
住
の
５
歳
児

（
年
長
）
～
小
学
３
年
生
で
野

球
未
経
験
者

▽ 

内
　
容　

ボ
ー
ル
を
投
げ
る
、

バ
ッ
ト
で
ボ
ー
ル
を
打
つ
楽
し

さ
を
体
験
し
ま
す
。

▽ 

定
　
員　

５０
人
（
先
着
順
）

▽ 

参
加
料　

無
料

▽ 

申
込
方
法　

４
月
１
日
㈪
、
午

前
１０
時
か
ら
１０
日
㈬
、
午
後
５

時
ま
で
に
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム

か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽ 

主
　
催　

㈱
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
＆

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

問 

合
先　

教
育
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ

課
（
内
線
７
９
２
）

脳
ド
ッ
ク
の
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す

　

町
は
、
脳
卒
中
な
ど
の
脳
血
管

疾
患
を
早
期
に
発
見
し
早
期
治
療

に
結
び
つ
け
る
た
め
、
３５
歳
以
上

の
人
を
対
象
に
脳
ド
ッ
ク
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

▽ 

申
込
方
法　

期
間
内
に
、
電
話

ま
た
は
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お

定
員
（
２
６
０
人
）
に
な
っ
た

　

２
、
℻
４２

－

２
７
１
３

▲�申し込み
フォーム

▲�申し込み
フォーム
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認
知
症
介
護
家
族

交
流
会
を
開
催
し
ま
す

　

町
は
、
認
知
症
の
人
を
介
護
し

て
い
る
家
族
が
、
お
互
い
に
悩
み

を
相
談
し
、
情
報
交
換
が
で
き
る

場
と
し
て
認
知
症
介
護
家
族
交
流

会
を
２
カ
月
に
１
回
開
催
し
て
い

ま
す
。
「
認
知
症
の
介
護
に
悩
ん

で
い
る
」
「
介
護
を
し
て
い
る
仲

間
と
話
を
し
た
い
」
と
い
う
人
は

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽ 

と
き
・
と
こ
ろ　

次
の
各
会

場
・
日
程
で
行
い
ま
す
。
時
間

は
い
ず
れ
も
午
前
１０
時
～
１１
時

３０
分
で
す
。

◦�

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
…
４
月
１８

日
㈭
、
８
月
２２
日
㈭
、
１２
月
１９

日
㈭

◦�

木
野
コ
ミ
セ
ン
…
６
月
２０
日
㈭
、

１０
月
１７
日
㈭
、
令
和
７
年
２
月

２０
日
㈭

▽ 

対
　
象　

町
内
で
認
知
症
の
人

を
介
護
し
て
い
る
家
族

▽ 

内
　
容　

認
知
症
に
関
す
る
ミ

ニ
講
話
と
家
族
同
士
の
交
流
を

中
心
に
、
日
頃
の
思
い
を
語
り

合
い
、
専
門
職
も
交
え
て
情
報

交
換
し
ま
す
。

▽
参
加
料　

無
料

▽ 

申
込
方
法　

参
加
を
希
望
す
る

人
は
、
電
話
ま
た
は
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム
で
事
前
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

申 

込
・
問
合
先　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
高
齢
者
福
祉
課
☎
３２

－

４
５

　

６
７
、
℻
３２

－

４
５
７
６

　

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
し

て
い
る
家
庭
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
し
、
児
童
の
健
や
か
な
成
長
に

役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
手

当
で
す
。

▽ 

対
　
象　

中
学
校
卒
業
ま
で

（
１５
歳
の
誕
生
日
後
の
最
初
の

３
月
３１
日
ま
で
）
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人

▽
支
給
額
（
月
額
）　

◦
３
歳
未
満
…
１
万
５
千
円

◦�
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
…
１
万

円
（
第
３
子
以
降
は
１
万
５
千

円
）

◦
中
学
生
…
１
万
円

※ 

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
の
所

得
が
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の

場
合
は
５
千
円

※ 

所
得
上
限
限
度
額
を
超
え
る
場

合
に
は
手
当
が
支
給
さ
れ
な
く

な
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内

▽ 

支
給
時
期　

２
月
、
６
月
、
１０

月
の
各
月
１５
日
ご
ろ
に
そ
れ
ぞ

れ
の
月
の
前
月
分
ま
で
（
４
カ

月
分
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽ 

各
種
届
出　

お
子
さ
ん
が
生
ま

れ
た
と
き
は
、
認
定
請
求
書
な

ど
を
子
ど
も
福
祉
係
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

 

原
則
と
し
て
遅
れ
た
月
分
の
手

当
は
支
給
さ
れ
な
い
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
他
の

市
区
町
村
へ
転
出
し
た
と
き
や
、

公
務
員
に
な
っ
た
と
き
は
消
滅

届
を
子
ど
も
福
祉
係
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

公
務
員
の
人
は
、
原
則
と
し
て

勤
務
先
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

 

詳
し
く
は
勤
務
先
に
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
退
職
に
よ
り
公
務

員
で
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
子

ど
も
福
祉
係
に
認
定
請
求
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

児
童
手
当
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、

詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
改
め
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

提 

出
・
問
合
先　

子
ど
も
福
祉
課

子
ど
も
福
祉
係
（
内
線
５
３
４
）

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親

家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自
立

の
促
進
な
ど
を
目
的
と
し
た
手
当

で
す
。

▽ 

対
　
象

　
１８
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
の

間
に
あ
る
児
童
（
障
が
い
の
あ

る
児
童
の
場
合
は
２０
歳
未
満
）

を
監
護
し
、
か
つ
生
計
を
同
じ

く
す
る
父
、
母
ま
た
は
養
育
す

る
人
（
祖
父
母
）
な
ど

▽
支
給
要
件

◦
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

◦�

父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
障

が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

◦�

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
懐
胎
し

た
児
童
な
ど

▽ 

支
給
額
（
月
額
）

◦
全
部
支
給
…
４
万
５
５
０
０
円

 

◦�

一
部
支
給
…
１
万
７
４
０
円
～

４
万
５
４
９
０
円

▽ 

加
算
額

【
児
童
２
人
目
】

◦
全
部
支
給
…
１
万
７
５
０
円

◦�

一
部
支
給
…
５
３
８
０
円
～
１

　

万
７
４
０
円

【
児
童
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
】

◦
全
部
支
給
…
６
４
５
０
円

◦
一
部
支
給
…
３
２
３
０
円
～
６

　

４
４
０
円

児
童
扶
養
手
当
制
度

の
ご
案
内

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
を

開
催
し
ま
す

　

手
話
初
心
者
が
ろ
う
者
と
簡
単

な
会
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た

め
の
入
門
・
基
礎
講
座
を
開
き
ま
す
。

▽ 

と
　
き　

①
昼
の
部
…
４
月
１９

日
～
令
和
７
年
３
月
７
日
の
毎

週
金
曜
日
、
午
前
１０
時
～
正
午

②
夜
の
部
…
４
月
１８
日
～
令
和

７
年
３
月
６
日
の
毎
週
木
曜
日
、

午
後
７
時
～
９
時

※
昼
・
夜
の
部
と
も
に
全
４０
回

▽ 

と
こ
ろ　

帯
広
市
役
所
１０
階
会

議
室
（
帯
広
市
西
５
条
南
７
丁

目
１
番
地
）

▽ 

定
　
員　

各
部
３０
人
（
初
め
て

の
人
を
優
先
し
ま
す
）

▽
受
講
料　

無
料

▽ 

そ
の
他　

テ
キ
ス
ト
無
料
貸
し

出
し
可
（
購
入
す
る
人
は
実
費

負
担
）

▽ 

申
込
期
間　

４
月
１
日
㈪
～
１０

日
㈬

申 

込
・
問
合
先　

帯
広
市
障
害
福

祉
課
☎
６５

－

４
１
４
８
、
℻
２３

－

０
１
６
３

▲�申し込み
フォーム
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スポーツ 保健・介護 福 祉 催 し 募 集 そ の 他

中
学
生
の
子
ど
も
医
療
費

助
成
の
拡
大
に
つ
い
て

　

町
は
、
４
月
か
ら
「
乳
幼
児
等

医
療
費
助
成
制
度
」
の
名
称
を

「
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
」
に

変
更
す
る
と
と
も
に
住
民
税
課
税

世
帯
の
中
学
生
の
通
院
に
要
す
る

医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▽ 

拡
大
の
内
容　

住
民
税
課
税
世

帯
の
中
学
生
の
通
院
に
要
す
る

医
療
費
の
自
己
負
担
分
（
３

割
）
の
う
ち
２
割
を
助
成
し
、

自
己
負
担
を
１
割
と
し
ま
す
。

▽ 

助
成
を
受
け
る
に
は　

現
在
の

中
学
校
１
・
２
年
生
（
４
月
以

降
は
２
・
３
年
生
）
は
申
請
が

必
要
で
す
。
保
護
者
に
は
学
校

を
通
じ
て
申
請
書
を
配
布
し
て

い
ま
す
が
、
ま
だ
申
請
し
て
い

な
い
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
小
学
校
６
年
生
は
、
申
請

不
要
で
す
。

▽ 

助
成
対
象　

音
更
町
に
住
民
登

録
が
あ
る
人
で
、
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
令
和
６
年
４
月

以
降
の
中
学
生
で
す
。
た
だ
し
、

次
に
該
当
す
る
人
は
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

◦�

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
を
受
け
て
い
る
人

◦�
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
助

成
を
受
け
て
い
る
人

◦�

生
活
保
護
の
医
療
給
付
を
受
け

て
い
る
人

問 

合
先　

役
場
町
民
課
国
保
医
療

係
（
内
線
５
４
６
）

▼子ども医療費助成内容

区分

自己負担

拡大前 ４月以降

中　

学　

生

課税

世帯

入院 負担なし 負担なし

通院 ３割 １割

非課税

世帯

入院 負担なし 負担なし

通院 負担なし 負担なし

※未就学児と小学生の助成内容は変更ありません。

　令和６年４月入学の新中学１年生から、順次新制服に移行します（新中学２年生と３年

生は、原則、現行の制服を卒業まで着用します）。制服の見直しは、ジェンダーの視点のほ

か、気候に合わせた対策や品質などを考慮して決定しました。

　新しい制服は、町内統一のデザインは定めていませんが、各中学校において、上衣は男

女共通のブレザータイプ、下衣はスラックスかスカートを選択することができます。なお、

一部の学校では、制服のほかポロシャツも用意されています。

問合先　教育委員会学校教育課（内線７６２）

▽ 
所
得
制
限
限
度
額

【
２
人
世
帯
の
場
合
】

◦
全
部
支
給
…
１
２
５
万
円

◦
一
部
支
給
…
２
６
８
万
円

※ 

所
得
制
限
額
は
前
年
ま
た
は

前
々
年
の
所
得
（
養
育
費
を
含

む
）
に
基
づ
き
算
定
し
、
扶
養

親
族
の
数
な
ど
に
よ
り
限
度
額

が
変
わ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

役
場
子
ど
も
福
祉
課
子

ど
も
福
祉
係
（
内
線
５
３
４
）

音更中音更中

駒場中駒場中

共栄中共栄中緑南中緑南中

下音更中下音更中

町内中学校の制服が新しくなります町内中学校の制服が新しくなります
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音更町役場 〠 ０８０‐０１９８音更町元町２番地 TEL●０１５５‐４２‐２１１１FAX●４２‐２１１７
Ｅメール ● mailbox@town.otofuke.hokkaido.jp　ホームページ ● https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/

■特別児童扶養手当

　２０歳未満の障がい児を養育する父母か養育者に対

して支給されます。

▽対象範囲（目安）

◦�１級　身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定ま

たはこれらと同程度の障がいがある児童

◦�２級　身体障害者手帳３級（一部４級も含む）、療

育手帳Ｂ判定またはこれらと同程度の障がいがあ

る児童

▽支給額（年３回に分けて支給）

◦１級　月額５万５，３５０円（令和６年４月改定）

◦２級　月額３万６，８６０円（令和６年４月改定）

■障害児福祉手当

　２０歳未満で、重度の障がいのため日常生活で常に

介護を必要とする人に支給されます。

▽対象範囲　次のいずれかに該当する人

◦良い方の眼の視力が０．０２以下の人

◦�良い方の眼の視力が０．０３以下の人、良い方の眼の視

力が０．０４かつ他方の眼の視力が手動弁以下の人、か

つ、両眼による視野が２分の１以上欠損した人など

◦�両耳の聴力が、補聴器を用いても音声を識別するこ

とができない程度の人

◦両上肢の機能に著しい障がいがある人

◦両上肢の全ての指を欠く人

◦両下肢の機能を全廃した人

◦両大腿を２分の１以上失った人

◦�体幹の機能に座っていることができない程度の障が

いがある人

◦�前記の対象範囲に該当する人のほか、身体の機能の

障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が

前記対象範囲と同程度以上と認められる状態で、日

常生活動作に介助が必要な人

◦�精神の障がいがあり、前記の対象範囲と同程度以上

の人

◦�身体の機能の障がいまたは病状と精神の障がいが重

複する場合で、その状態が前記の対象範囲と同程度

以上の人

▽支給額（年４回に分けて支給）

　月額１万５，６９０円（令和６年４月改定）

■特別障害者手当

　２０歳以上で重度の障がいが重複するため、日常生

活で常に特別の介護を必要とする人に支給されます。

▽対象範囲　次のいずれかに該当する人

◦次の①～⑦の２つ以上に該当する人

◦�次の①～⑦の１つに該当し、それ以外に国民年金

（障害年金）の２級程度の障がいが２つあり、合わ

せて３つの障がいがある人　

①�良い方の眼の視力が０．０３以下の人、良い方の眼の視

力が０．０４以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下の

人など

②両耳の聴力レベルが１００デシベル以上の人

③�両上肢の機能に著しい障がいがある人か、両上肢の

全ての指を欠く人、または両上肢の全ての指の機能

に著しい障がいがある人

④�両下肢の機能に著しい障がいがある人か、両下肢を

足関節以上で欠く人

⑤�体幹の機能に座っていることができない程度、また

は立ち上がることができない程度の障がいがある人

⑥�前記に該当する人のほか、身体の機能の障がいまた

は長期にわたる安静を必要とする病状が①～⑤と同

程度以上と認められる状態で、日常生活動作に介助

が必要な人

⑦精神の障がいがあり、前記の状態と同程度以上の人

※�次の場合は例外として対象になる場合があります。

◦�前記の項目③～⑦の障がいが１つあり、それが特に

重度であるため、日常生活に極めて大きな支障があ

ると認められる人

▽支給額（年４回に分けて支給）

　月額２万８，８４０円（令和６年４月改定）

※�いずれの手当も、福祉施設入所者や所得制限に該当

する人は受給できない場合があります。

※�特別障害者手当は、受給中に３カ月以上入院すると

受給資格がなくなります。

問合先　役場福祉課障がい福祉係（内線５１４）

障がいがある人への手当制度のお知らせ障がいがある人への手当制度のお知らせ

　障がいがある児童を養育している人や障がいがある人が一定の要件に該当する場合、下記の手当

が支給されます。該当すると思われる人はご相談ください。申請に必要な書類は、役場福祉課に備

えてあります。
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スポーツ 保健・介護 福 祉 催 し 募 集 そ の 他

お
い
で
よ
防
火
広
場

を
開
催
し
ま
す

　

音
更
町
消
防
団
す
ず
ら
ん
分
団

は
、
お
い
で
よ
防
火
広
場
を
開
催

し
ま
す
。

▽ 

と
　
き　

４
月
２１
日
㈰
、
午
前

１０
時
～
１１
時
３０
分

▽ 

と
こ
ろ　

音
更
消
防
署
前

▽
内

　
容

◦ 

イ
ベ
ン
ト　

消
防
戦
隊
「
け
す

ん
じ
ゃ
～
」
と
い
っ
し
ょ
に
お

ど
ろ
う

◦ 

展
示
・
見
学 

（
消
防
車
、
救
急

車
、
救
助
工
作
車
、
防
災
グ
ッ

ズ
な
ど
）

◦ 

消
防
体
験
（
消
火
器
取
り
扱
い
、

放
水
体
験
な
ど
）

◦ 

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
（
先
着
１
５

　

０
人
に
景
品
が
当
た
り
ま
す
）

◦ 

北
海
道
消
防
設
備
協
会
帯
広
支

部
の
協
力
で
、
古
い
消
火
器
の

有
料
処
分
や
販
売
の
ほ
か
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
の
展
示
も
行

い
ま
す
。

※ 

イ
ベ
ン
ト
内
容
は
変
更
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
雨
天

の
場
合
は
中
止
し
ま
す
。

問 

合
先　

消
防
署
予
防
課
☎
３０

－
３
３
２
２
、
℻
３０

－

３
３
２
４

エ
コ
ロ
ジ
ー
パ
ー
ク

イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ

　

十
勝
エ
コ
ロ
ジ
ー
パ
ー
ク
で
は
、

次
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

家
族
や
友
人
と
遊
び
に
来
ま
せ
ん

か
。

①
コ
テ
ッ
ジ
オ
ー
プ
ン

　

設
備
が
整
っ
た
快
適
な
環
境
で

全
棟
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
対
応
し
車

い
す
の
人
も
安
心
し
て
利
用
で
き

ま
す
。

▽ 

利
用
期
間　

４
月
１
日
㈪
～
１１

月
３０
日
㈯

▽ 

利
用
料　

有
料
（
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

② 

フ
ワ
フ
ワ
ド
ー
ム
お
掃
除
＆
オ

ー
プ
ン

　

フ
ワ
フ
ワ
ド
ー
ム
が
オ
ー
プ
ン

し
ま
す
。
そ
の
前
に
み
ん
な
で
雑

巾
が
け
を
し
ま
し
ょ
う
。

▽ 

と
　
き　

４
月
６
日
㈯
、
午
前

１１
時
３０
分
～
正
午
（
オ
ー
プ
ン

は
正
午
で
す
）

◎ 

①
は
事
前
に
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。

問 

合
先　

十
勝
エ
コ
ロ
ジ
ー
パ
ー

ク
管
理
事
務
所
☎
３２

－

６
７
８

　

０
、
℻
３２

－

６
７
８
５

子育て支援センターすずらん （中鈴蘭元町２番地）
♦�こどもの日の製作（０歳児～未就園児対象、要予

約）

▽  と　き　４月２４日㈬、午前９時～１１時の間で都

合の良い時間帯にお越しください。

▽定　員　１０組

♦�きの・すずらん合同企画「鈴蘭公園であそぼう～

春～」（０歳児～未就園児対象、要予約）

▽と　き　４月２６日㈮、午前１０時～１１時

▽  集合場所　鈴蘭公園西側駐車場

※�上記のいずれも４月８日㈪～１９日㈮の午前９時

～午後３時に電話予約を受け付けます。

申�込・問合先　子育て支援センターすずらん☎・℻
３０－１８８８

きの子育て支援センター（木野東通４丁目２番地）
♦�産後の身体を整えるヨガ講座（０歳児の保護者対

象、要予約）　

▽  と　き　４月９日㈫、午前１０時～１１時

▽定　員　１０組

※�３月２６日㈫～４月５日㈮、午前９時３０分～午後

３時３０分に電話予約を受け付けます。

♦�きの・すずらん合同育児講座「小児救急」（未就

園児の保護者対象、要予約）

▽と　き　５月８日㈬、午前１０時～１１時３０分

▽  定　員　８組

※�４月１５日㈪～２５日㈭、午前９時３０分～午後３時

３０分に電話予約を受け付けます。

申�込・問合先　きの子育て支援センター☎３０－２５０１、

℻６７－７３００

音更子育て支援センター（新通９丁目３番地）
♦�こどもの日（１歳以上の未就園児対象、要予約）

▽と　き　４月２６日㈮、午前１０時～１１時

▽定　員　８組

※４月８日㈪、午前９時から電話予約を受け付けます。

申�込・問合先　音更子育て支援センター☎４２－２２７７、

　℻４２－２３１３

この他にもたくさん行事が
あるよ！詳しくは各施設で
確認してね。 ４月の親子あそびの広場
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音
更
美
術
協
会
展
を

開
催
し
ま
す

　

美
術
協
会
は
、
会
員
の
絵
画
や

版
画
な
ど
を
展
示
す
る
第
２３
回
音

更
美
術
協
会
展
を
開
催
し
ま
す
。

▽ 

と
　
き　

４
月
１６
日
㈫
～
２８
日

㈰
、
午
前
１０
時
～
午
後
６
時

※ 

２２
日
㈪
は
休
館
日
。
木
曜
日
は

午
後
８
時
、
最
終
日
は
午
後
３

時
ま
で

▽
と
こ
ろ　

図
書
館

※ 

新
規
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

希
望
す
る
人
は
、
事
務
局
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

音
更
美
術
協
会
事
務

局　

吉
田
勝
之

さ
ん

☎
・
℻
４２

－

３
２
３
５

交
通
安
全
指
導
員
を

募
集
し
ま
す

　

町
は
、
交
通
安
全
指
導
員
を
募

集
し
ま
す
。

▽  

応
募
資
格　

木
野
市
街
地
区
ま

た
は
音
更
本
町
地
区
に
在
住
で
、

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す

る
人

▽
業
務
内
容

◦�

町
民
交
通
安
全
の
日
（
毎
月
１

日
・
１０
日
・
１５
日
）、
新
入
学
児

童
指
導
期
間
（
４
月
）、
交
通

安
全
運
動
期
間
（
４
月
、
６
月
、

７
月
、
９
月
・
１１
月
の
各
月
１０

日
間
）
に
お
け
る
街
頭
指
導

◦ 

児
童
交
通
安
全
指
導
員
の
代
役

と
し
て
行
う
登
下
校
時
に
お
け

る
街
頭
指
導

◦ 
町
主
催
行
事
な
ど
、
町
長
の
要

請
に
基
づ
い
た
活
動

▽ 

委
託
料　

基
本
額
（
年
額
）
１

　

 

万
２
５
０
０
円
＋
出
役
業
務
１

回
１
１
０
０
円
＋
研
修
会
な
ど

参
加
業
務
１
回
２
２
０
０
円

（
年
払
い
）

▽ 

業
務
期
間　

業
務
に
就
け
る
日

～
令
和
７
年
３
月
３１
日
（
以
降
、

１
年
ご
と
に
更
新
可
）

▽ 

応
募
方
法　

応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
運
転
免
許
証
の

写
し
を
添
え
て
持
参
、
郵
送
、
フ

ァ
ク
ス
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
応
募
用
紙
は

役
場
環
境
生
活
課
に
備
え
て
い

る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽ 

応
募
期
限　

４
月
１８
日
㈭
（
郵

送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効
）

応
募
・
問
合
先　

役
場
環
境
生
活

　

課
地
域
安
全
係
（
内
線
５
６
５
）

相談窓口を利用してください相談窓口を利用してください
◆町民法律相談

　町は、町民を対象に、法律に関する相談に応じる「町民法律相談」を毎月１回開設しています。相談

は無料ですが、事前の予約が必要です。

▽とき・ところ　下表の各日程、午後１時３０分～３時３０分

▽申込方法　来庁または電話で前週金曜日の正午までに予約してください（定員は毎回６人を予定）。

▽対　応　弁護士の中島和典さんが相談に応じます（１人２０分程度）。

※刑事事件、営利、商行為などの事業・経営に関する相談はご遠慮ください。

◆人権・行政・暮らしの相談

　町は、町民を対象に日常生活の悩み事や、国および道の行政に関する相談に応じる「人権・行政・暮

らしの相談」を、毎月２回開設しています。予約は必要ありませんので、直接会場にお越しください。

▽  とき・ところ　下表の各日程、午前１０時～正午（受け付けは午前１１時３０分まで）、なお、６月３日㈪

は木野コミセンで「特別人権相談所」を開設します。

▽対　応　人権擁護委員・行政相談委員が相談に応じます。

※１０月以降の日程は別途お知らせします。

申込・問合先　役場町民課町民相談・施設係（内線５５４）

◆労働相談

　町は、町民を対象に、労働問題についての相談を行っています。賃金や労働保険など労働に関する問

題で困ったときは、お気軽にご相談ください。

▽と　き　４月１日以降、毎週金曜日（祝日を除く）、午後６時～８時

▽ところ　音更町労働福祉会館（大通１０丁目３番地８）

▽対　応　労働相談員

問合先　音更町労働福祉会館☎４５－４２００、℻４５－４２２０

相 談 日 程 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

総合福祉センター ２２日 － ２４日 － ２６日 －

木 野 コ ミ セ ン － ２７日 － ２２日 － ３０日

相 談 日 程 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

総合福祉センター １０日 １０日 １０日 １０日 ９日 １０日

木 野 コ ミ セ ン １９日 ２０日 ２０日 １９日 ２０日 ２０日
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自
衛
官
を
募
集
し
ま
す

　

自
衛
隊
帯
広
募
集
案
内
所
は
、

自
衛
官
幹
部
候
補
生
な
ど
を
左
表

募集職種 応募資格 受付期間 試験日

幹部

候補生

一般…�２２歳以上２６歳未満の

者、修士課程修了（見込

み）者は２８歳未満の人

歯科…�２０歳以上３０歳未満の

人

薬剤科…�２０歳以上２８歳未満

の人

第２回

４月２４日㈬～

６月１３日㈭

１次：６月２２日㈯（飛行要員を除く）

２次：�７月３０日㈫～８月５日㈪の指定

する１日

一般曹

候補生

（第１回）

１８歳以上３３歳未満の人（３２歳

の人は採用予定月末日現在３３

歳に達していない人）

５月７日㈫まで

１次：�５月１７日㈮～２６日㈰の指定する

１日

２次：�６月１５日㈯～６月３０日㈰の指定

する１日

予備

自衛

官補

一

般
１８歳以上５２歳未満の人

４月１１日㈭まで ４月６日㈯～２１日㈰の指定する１日
技

能

１８歳以上で国家資格免許など

を有する人（資格により年齢上

限は５３歳以上～５５歳未満）

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。
詳
し
い

内
容
や
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

自
衛
隊
帯
広
募
集
案
内

所
☎
・
℻
２３

－

８
７
１
８

文
芸
お
と
ふ
け
の

作
品
を
募
集

　

文
化
協
会
は
「
文
芸
お
と
ふ

け
」
の
第
５６
号
に
掲
載
す
る
作
品

を
募
集
し
ま
す
。

▽ 

応
募
資
格　

町
内
在
住
の
１５
歳

以
上
の
人
、
音
更
町
に
ゆ
か
り

の
あ
る
人

▽ 

応
募
作
品　

４
０
０
字
詰
原
稿

用
紙
を
使
用
し
、
パ
ソ
コ
ン
の

場
合
も
こ
れ
に
準
じ
ま
す
。

　

 

創
作
（
３０
枚
以
内
）
、
郷
土
史

（
２０
枚
以
内
）、
随
筆
（
６
枚
以

内
）
、
評
論
（
２０
枚
以
内
）、
短

歌
（
１０
首
）
、
俳
句
（
１０
句
）、

川
柳
（
１０
句
）、
詩
（
４０
行
以

内
）
、
紀
行
文
（
１０
枚
以
内
）

※ 

規
格
を
超
え
る
作
品
は
掲
載
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

作
品
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
、

ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
一
人
一
編
の

み
（
短
歌
は
１０
首
、
俳
句
・
川

柳
は
１０
句
で
一
編
）
と
し
ま
す
。

※ 

パ
ソ
コ
ン
で
原
稿
を
作
成
し
て

い
る
人
は
作
品
デ
ー
タ
を
電
子

媒
体
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い

(

任
意)

。
な
お
、
第
５６
号
か

ら
執
筆
者
も
有
料
で
の
購
読
と

な
る
予
定
で
す
。
発
行
は
１１
月

１
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▽ 

応
募
方
法　

原
稿
末
尾
に
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
明
記
し
、

郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
（
筆
名
使
用
も
可)

。

▽ 

応
募
期
限　

６
月
３０
日
㈰
（
必

着
）

応 
募
・
問
合
先　

文
化
セ
ン
タ
ー

　

 （
〒
０
８
０

－

０
３
０
２
木
野

文
化
セ
ン
タ
ー
に
カ
フ
ェ

が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

　

４
月
６
日
㈯
に
文
化
セ
ン
タ
ー

内
で
カ
フ
ェ
「
ｂ
ｕ
ｎ　

ｃ
ａ
ｆ

ｅ
（
ブ
ン
カ
フ
ェ
）」
が
オ
ー
プ

ン
し
ま
す
。

▽ 

営
業
日
時　

月
・
木
曜
日
を
除

く
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

※ 

文
化
セ
ン
タ
ー
の
イ
ベ
ン
ト
に

よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

▽ 

お
勧
め
メ
ニ
ュ
ー　

有
機
や
さ

い
の
ポ
タ
ー
ジ
ュ
・
も
り
も
り

お
か
ず
ほ
っ
と
サ
ン
ド
・
ほ
か

ほ
か
コ
ー
ヒ
ー
・
ま
め
む
ぎ
と

う
き
び
茶
な
ど

※ 
メ
ニ
ュ
ー
に
は
全
て
十
勝
産
野

菜
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

問 

合
先　

ACTPROMOTION bun c

　

afe

事
業
部
☎
０
９
０

－

２
０

　

５
６

－

４
０
６
２

音
更
町
事
業
承
継
支
援
事
業

補
助
金
を
支
給
し
ま
す

　

町
は
、
中
小
企
業
者
の
円
滑
な

事
業
承
継
を
支
援
す
る
た
め
、
事

業
承
継
の
課
題
解
決
な
ど
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▽ 

対
象
者　

町
内
で
事
業
を
営
む

中
小
企
業
者
で
、
町
内
に
登
記

上
の
本
店
が
あ
る
事
業
承
継
を

行
お
う
と
す
る
法
人

▽ 

補
助
率
お
よ
び
補
助
上
限　

対

象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
、
１

事
業
者
当
た
り
最
大
５０
万
円

▽ 

補
助
対
象
経
費　

初
期
診
断
、

課
題
分
析
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
、
税
制
申
請
に
係
る
経
費
、

　

株
価
な
ど
企
業
価
値
の
算
定
な
ど

▽ 

申
請
方
法　

対
象
経
費
な
ど
を

事
前
に
相
談
・
確
認
の
上
、
申

請
書
に
記
入
し
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
、
音
更
町
商
工
会
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

申
請
書
な
ど
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

る
ほ
か
、
役
場
商
工
観
光
課
商

工
労
政
係
と
音
更
町
商
工
会
に

備
え
て
あ
り
ま
す
。

申 

請
・
問
合
先　

音
更
町
商
工
会

（
大
通
６
丁
目
６
番
地
）
☎
４２

－

２
２
４
６

西
通
１５
丁
目
８
）
☎
３１

－

５
２

　

１
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すすめよう！男女共同参画 問合先 役場企画課企画調整係（内線２１３）

　近頃、ニュースなどで見かける「生理の貧困」。「自

分は男だから関係ない」「個人の責任でしょう」と思

っていませんか。

　生理の貧困とは「経済的な理由などで生理用品を

購入できない状態」のことなどをいいます。日本だ

けではなく、世界的に注目されている言葉で、開発

途上国や先進国においても、生理用品の入手困難だ

けでなく、衛生的なトイレや水の不足により、身体

を清潔に保ったり、生理用品を適切に廃棄したりす

ることが困難な場合があります。

　生理の貧困が起こる理由には、①経済的貧困、②

知識や人間関係の２つの大きな要因があります。

　①経済的貧困は、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により収入格差が拡大したことを背景に顕在

化しました。収入が下がれば、おのずと生理用品に

かけることのできる金額も減ってしまいます。家庭

が貧困になると、自分で収入を得ていない子どもは、

自分で生理用品を入手することがさらに困難になり

ます。厚生労働省の調査によると令和３年の子ども

の貧困率は１１．５％で、約９人に１人が貧困状態にあり

ます。このことから、日本国内において経済的理由

により生理用品を入手することが困難な女性は、大

人だけでなく、子どもも多く存在していることが考

えられます。②知識や人間関係については、世間が「生

◆生理の貧困とは 理は、恥ずかしいもの」という印象を持っているこ

とが大きく関わっています。そのイメージの影響で、

周囲の人に相談できなかったり、助けを求めにくか

ったりした経験はありませんか。特に、女性の保護

者がいない家庭では、保護者も何を教えていいか分

からない状況に陥ってしまうことがあります。女性

の保護者がいる家庭でも仕事で不在にすることが多

く、十分に話す時間がないなどで子どもが相談しづ

らい、またはネグレクトなどで相談できない場合も

あります。このようなことから、正しい知識を得ら

れず生理の貧困に陥ってしまう子どもが少なくあり

ません。また、周囲から生理は恥ずかしいことと思

われることや、月経前症候群による体調不良を訴え

ても理解してもらえないことがあるなど、生理に対

する理解不足は女性の社会進出にも大きな影響を与

えることになります。

　生理の貧困を解決するために私たちにはどんなこ

とができるでしょう。まずは、生理について正しい

知識を身に付けることです。子どもがいる家庭は、

家族で話したり、絵本などを使って学んだりしまし

ょう。子どもがいなくても、パートナーと話す機会

を作ってみても良いかもしれません。

　生理の貧困は社会全体の問題です。他人事と思わ

ずに、まずは身近なことやできることから取り組ん

でみましょう。

固
定
資
産
税
の
帳
簿
の

縦
覧
を
行
い
ま
す

◆
固
定
資
産
税
の
帳
簿
の
縦
覧

　

町
は
、
令
和
６
年
度
固
定
資
産

税
の
基
準
と
な
る
評
価
額
を
記
載

し
た
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お

よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
の

縦
覧
を
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

▽ 

と
　
き　

４
月
１
日
㈪
～
５
月　

３１
日
㈮
、
午
前
８
時
４５
分
～
午

後
５
時
３０
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

▽ 

と
こ
ろ　

役
場
税
務
課
資
産
税
係

▽ 

対
象
者　

土
地
ま
た
は
家
屋
の

納
税
者
、
納
税
者
と
同
居
す
る

親
族
、
委
任
状
な
ど
で
委
任
を

受
け
た
代
理
人

※ 

縦
覧
を
す
る
と
き
に
は
、
運
転

免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
身
分
を
証
明
す
る
も
の

森
林
環
境
税
（
国
税
）

が
創
設
さ
れ
ま
し
た

　

森
林
整
備
な
ど
に
必
要
な
地
方

財
源
を
安
定
的
に
確
保
す
る
観
点

か
ら
、
国
税
と
し
て
森
林
環
境
税

お
よ
び
森
林
環
境
譲
与
税
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
森
林
環
境
税
は
、

令
和
６
年
度
か
ら
町
民
税
・
道
民

税
（
個
人
住
民
税
）
の
均
等
割
の

枠
組
み
を
用
い
て
、
１
人
年
額
千

円
を
市
区
町
村
が
賦
課
徴
収
す
る

こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
税
収
は
、
全

額
が
森
林
環
境
譲
与
税
と
し
て
市

区
町
村
や
都
道
府
県
へ
譲
与
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
森
林
環
境
税
の
導

入
に
よ
っ
て
年
税
額
が
直
ち
に
増

額
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

平
成
２６
年
度
～
令
和
５
年
度
は
、

区分
令和５年度

まで
令和６年度

から

森林環境税
（国税）

－ １，０００円

町民税均等割 ３，５００円 ３，０００円

道民税均等割 １，５００円 １，０００円

合計 ５，０００円 ５，０００円

東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と
す
る

防
災
の
た
め
の
施
策
財
源
と
し

て
、
町
民
税
均
等
割
の
標
準
税

率
に
５
０
０
円
、
道
民
税
均
等

割
の
標
準
税
率
に
５
０
０
円
が

そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

 

令
和
６
年
度
以
降
の
税
額
に
つ

い
て
は
、
こ
の
加
算
措
置
が
延

長
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
税
額

で
す
。

問 

合
先　

役
場
税
務
課
住
民
税
係

（
内
線
５
７
９
）

▼森林環境税および町・道民税均等割
　の合計額比較表
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を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
）
の
課
税
台
帳
を
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽ 

と
　
き　

随
時
（
令
和
６
年
度　

分
は
４
月
１
日
㈪
か
ら
）
、
午

前
８
時
４５
分
～
午
後
５
時
３０
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

▽ 

と
こ
ろ　

役
場
税
務
課
資
産
税
係

▽ 

対
象
者　

固
定
資
産
税
の
納
税　

義
務
者
、
納
税
義
務
者
と
同
居　

す
る
親
族
、
賃
借
権
な
ど
の
権　

利
を
持
っ
て
い
る
人
、
処
分
す　

る
権
利
を
持
っ
て
い
る
人
、
委

任
状
な
ど
で
委
任
を
受
け
た
代　

理
人

※ 

閲
覧
を
す
る
と
き
に
は
、
運
転

免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
身
分
を
証
明
す
る
も
の

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◎ 

借
地
・
借
家
人
な
ど
は
、
身
分

を
証
明
す
る
も
の
の
ほ
か
、
賃

貸
借
契
約
な
ど
の
権
利
関
係
を

示
す
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

▽ 

手
数
料　

一
所
有
者
に
つ
き
、

２
０
０
円

※ 

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
、

そ
の
同
居
親
族
と
代
理
人
は
縦

覧
期
間
中
は
無
料
で
す
。

問 

合
先　

役
場
税
務
課
資
産
税
係　

（
内
線
５
７
５
）

国
民
年
金
保
険
料
の

お
知
ら
せ

　

令
和
６
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
月
額
１
万
６
９
８
０
円
で
す
。

お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
や
金
融
機
関
、

郵
便
局
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
か
、
電
子
納
付
（
ペ
イ
ジ
ー
）、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
一

定
期
間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納

め
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
が
割

り
引
き
に
な
る
前
納
制
度
が
あ
り

ま
す
。
６
カ
月
分
と
１
年
分
の
前

納
用
納
付
書
は
、
４
月
上
旬
に
発

送
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
２
年
分
の

前
納
に
つ
い
て
は
、
申
し
込
み
が

必
要
で
す
の
で
、
年
金
事
務
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
前
納
す
る
場
合
の
保
険
料
額

◦ 

６
カ
月
分
（
令
和
６
年
４
月
～

９
月
分
ま
た
は
令
和
６
年
１０
月

～
令
和
７
年
３
月
分
）
…
１０
万

　

１
０
５
０
円

◦ 

１
年
分
（
令
和
６
年
４
月
～
令

和
７
年
３
月
分
）
…
２０
万
０
１

　

４
０
円

◦ 

２
年
分
（
令
和
６
年
４
月
～
令

和
８
年
３
月
分
）
…
３９
万
８
５

　

９
０
円

問 

合
先　

帯
広
年
金
事
務
所
☎
２５

－

８
１
１
３
、
役
場
町
民
課
町

民
窓
口
係
（
内
線
５
５
６
）

町
税
な
ど
の
滞
納
は

放
置
せ
ず
納
付
相
談
を

◆
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

町
税
の
ほ
か
保
育
料
、
介
護
保

険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
そ
れ
ぞ
れ
納
期
限
が
あ
り
ま

す
。
決
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
安
全
で
便
利
な
口
座
振

替
の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◆
滞
納
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は

　

決
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
納

付
が
な
い
人
に
は
督
促
状
や
催
告

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も

納
付
い
た
だ
け
な
い
場
合
に
は
、

税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た

め
、
法
律
に
よ
り
預
貯
金
、
給
与
、

動
産
、
不
動
産
な
ど
の
財
産
を
調

査
し
、
差
し
押
え
る
（
滞
納
処
分

と
い
い
ま
す
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

督
促
状
や
催
告
書
が
届
い
た
場

合
は
、
放
置
せ
ず
、
速
や
か
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

◆ 

納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い

場
合
は

　

病
気
や
失
業
、
事
業
の
廃
止
や

経
営
不
振
な
ど
、
や
む
を
得
な
い

理
由
で
納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き

な
い
場
合
は
、
放
置
せ
ず
に
収
納

課
へ
納
付
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
生
活
状
況
な
ど
を
聞
き
取
り

の
上
、
状
況
に
合
わ
せ
た
分
割
納

付
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
虚
偽
の
申
告
や
納
付

計
画
の
不
履
行
は
、
滞
納
処
分
の

対
象
に
な
り
ま
す
。

◆ 

滞
納
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
延
滞

金
も
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い

場
合
は
、
本
来
の
納
付
額
の
ほ
か

に
年
８
・
７
％
（
納
期
限
の
翌
日

か
ら
１
カ
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

は
２
・
４
％
）
の
割
合
で
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

▽ 

相
談
受
付
日
時　

平
日
、
午
前

８
時
４５
分
～
午
後
５
時
３０
分

※
火
曜
日
の
み
午
後
７
時
ま
で

※ 

受
付
時
間
外
で
も
対
応
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

役
場
収
納
課
収
納
係

（
内
線
５
８
２
）

女
性
の
た
め
の

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

　

帯
広
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
は
、

毎
年
「
女
性
の
た
め
の
人
権
な
ん

で
も
相
談
所
」
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
セ
ク
ハ
ラ
や
Ｄ
Ｖ
、
職
場
で

の
男
女
差
別
な
ど
、
人
権
に
関
す

る
困
り
事
や
心
配
事
が
あ
れ
ば
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

事
前
予
約
不
要
、
相
談
無
料
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

相
談
で
き
る
の
は
女
性
の
人
だ

け
で
、
当
日
は
人
権
擁
護
委
員
が

対
応
し
ま
す
。

▽ 

と
　
き　

４
月
１２
日
㈮
、
７
月

１２
日
㈮
、
９
月
１２
日
㈭
、
１１
月

１２
日
㈫
、
時
間
は
い
ず
れ
も
午

後
１
時
～
３
時
３０
分
（
最
終
受

け
付
け
は
午
後
３
時
）

▽ 

と
こ
ろ　

と
か
ち
プ
ラ
ザ
（
帯

広
市
西
４
条
南
１３
丁
目
１
）

問 

合
先　

帯
広
人
権
擁
護
委
員
協

議
会
☎
２４

－

５
８
５
３

帯
広
圏
デ
ジ
タ
ル
化
推
進

構
想
を
策
定
し
ま
し
た

　

帯
広
市
と
音
更
町
、
芽
室
町
、

幕
別
町
の
１
市
３
町
は
、
地
理
的

一
体
性
と
規
模
感
の
も
と
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
秘
め
た
「
デ

ジ
タ
ル
」
を
活
用
し
、
活
力
あ

る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、

タ
ッ
グ
を
組
ん
で
、
令
和
６
年
２

月
に
「
帯
広
圏
デ
ジ
タ
ル
化
推
進

構
想
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、構
想
の
詳
細
は
、町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

役
場
企
画
課
企
画
調
整

係
（
内
線
２
１
２
）

スポーツ 保健・介護 福 祉 催 し 募 集 そ の 他

３１ 2024.4
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【
総
合
的
な
探
究

　
発
表
会
】

　

２
月
２７
日
、
２
学
年
の
総
合

的
な
探
究
の
時
間
の
発
表
会
を

行
い
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
音

更
町
・
小
樽
商
科
大
学
の
協
力

で
、「
問
い
の
立
て
方
」「
デ
ー

タ
の
活
用
の
仕
方
」
「
音
更
町

の
暮
ら
し
の
サ
ポ
ー
ト
」
な
ど
、

探
究
の
手
法
や
地
域
社
会
に
関

す
る
講
座
を
年
間
５
回
、
実
施

し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
を
基
本
と
し
て
、
４
人
か
ら

６
人
で
課
題
を
設
定
、
調
査
や

分
析
を
行
い
、
ま
と
め
ま
し
た
。

発
表
会
で
は
、
小
樽
商
科
大
学

や
音
更
町
役
場
の
皆
さ
ん
を
前

に
緊
張
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
成
果
を
紹
介
し
ま
し
た
。

本
校
で
は
今
後
も
探
究
活
動
の

充
実
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
音
更
高
校
の
活
動
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

音
更
高
校

音
更
高
校

　
　
だ
よ
り

　
　
だ
よ
り

夢
の
種
第７１回第７１回

▲�３会場に分かれ、２３グ
ループ全員が発表

▼

卒
業
式
に
て

▲�

み
ん
な
笑
顔

　

消
防
法
で
は
一
定
規
模
以
上
の

防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
、

権
限
を
持
つ
人
に
そ
の
防
火
対
象

物
に
防
火
管
理
者
を
置
く
こ
と
を

義
務
付
け
、
防
火
管
理
制
度
の
確

立
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

と
か
ち
広
域
消
防
事
務
組
合
で

は
防
火
管
理
講
習
を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。

♦ 

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習(

２

日
間)

▽ 

と
　
き　

６
月
１２
日
㈬
・
１３
日

㈭
、
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時

防
火
管
理
者
講
習
（
甲
・

乙
種
）
を
開
催
し
ま
す

◆
山
火
事
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

４
月
１０
日
㈬
～
５
月
２０
日
㈪
は

林
野
火
災
予
防
強
調
週
間
で
す
。

　

春
は
空
気
が
乾
燥
し
、
１
年
で

最
も
山
火
事
が
起
き
や
す
い
時
季

で
す
。
山
火
事
の
多
く
は
、
火
の

不
始
末
や
不
注
意
に
よ
っ
て
起
き

て
い
ま
す
。
火
の
取
り
扱
い
に
は

十
分
に
注
意
し
、
貴
重
な
森
林
資

源
を
山
火
事
か
ら
守
り
ま
し
ょ

う
。

◦�

た
ば
こ
の
火
は
必
ず
消
し
、
ポ

イ
捨
て
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ

う
。

◦�

枯
れ
草
な
ど
の
あ
る
場
所
で
は
、

た
き
火
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ

う
。

◦�

山
火
事
を
発
見
し
た
と
き
は
、

役
場
ま
た
は
と
か
ち
広
域
消
防

山
火
事
や
林
道
で
の
事
故

に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う

消
防
署
か
ら
のお

知
ら
せ

◆ 

全
道
春
の
火
災
予
防
運
動
は
４

月
２０
日
～
３０
日

　

春
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
の
強

い
日
が
増
え
る
た
め
、
火
災
が
発

生
し
や
す
い
時
季
で
す
。
た
ば
こ

の
ポ
イ
捨
て
な
ど
は
絶
対
に
や
め

ま
し
ょ
う
。

◆ 

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
調

査
に
つ
い
て

　

消
防
署
で
は
、
消
防
庁
か
ら
示

さ
れ
た
調
査
方
法
に
基
づ
き
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
４
月
１５
日
㈪
～
５
月
１７

日
㈮
に
、
無
作
為
に
抽
出
し
た
住

宅
に
消
防
職
員
が
訪
問
し
、
聞
き

取
り
に
よ
る
調
査
を
行
い
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
取
り

付
け
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、

取
り
替
え
の
目
安
は
「
１０
年
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

古
く
な
る
と
電
子
部
分
の
寿
命

や
電
池
切
れ
な
ど
で
、
火
災
を
感

知
し
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

と
て
も
危
険
で
す
。
本
体
に
記
載

さ
れ
て
い
る
「
製
造
年
」
を
確
認

し
、
１０
年
を
過
ぎ
て
い
る
場
合
は

安
全
の
た
め
取
り
替
え
て
く
だ
さ

い
。

▽ 

事
　
例

　
調
理
の
た
め
鍋
に
少

量
の
油
を
入
れ
て
、
ガ
ス
コ
ン

ロ
に
火
を
点
け
た
ま
ま
迎
え
に

来
た
友
人
と
外
出
し
た
た
め
、

鍋
が
空
焚
き
と
な
り
住
宅
用
火

災
警
報
器
が
鳴
動
。

　
 

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
音
に
気

付
い
た
隣
人
が
１
１
９
番
通
報

し
、
消
防
隊
に
よ
り
ガ
ス
コ
ン

ロ
を
消
火
し
、
火
災
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。

問 

合
先　

消
防
署
予
防
課
☎
３０

－

３
３
２
２
、
℻
３０

－
３
３
２
４

♦�

乙
種
防
火
管
理
講
習

▽ 

と
　
き　

６
月
１２
日
㈬
、
午
前

９
時
３０
分
～
午
後
４
時

▽ 

と
こ
ろ　

音
更
消
防
署

▽
定

　
員　

８０
人
（
先
着
順
）

▽ 

申
込
方
法　

４
月
１
日
㈪
～
３０

日
㈫
に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

申 

込
・
問
合
先　

と
か
ち
広
域
消

防
局
予
防
規
制
課
☎
２６

－

９
１

　

２
４

【
卒
業
生
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
】

　

２
月
２２
日
、
卒
業
式
を
前
に
、

３
年
生
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
プ
レ
ゼ

ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

　

「
卒
業
生
に
思
い
出
を
送
り

た
い
」
と
い
う
本
校
同
窓
会
か

ら
の
依
頼
に
、
地
元
企
業
の
よ

つ
ば
乳
業
㈱
さ
ん
が
応
え
て
く

だ
さ
っ
た
形
で
実
現
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
札
幌
か
ら
バ
ル
ー

ン
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
お
呼
び
し
、

教
室
を
華
や
か
に
装
飾
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。

　

全
体
で
の
記
念
撮
影
な
ど
、

卒
業
式
前
に
思
い
出
に
残
る
時

間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
３
月
１
日
に
行
わ
れ

た
卒
業
式
で
も
ホ
ー
ル
に
華
を

添
え
て
く
れ
ま
し
た
。
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町
は
、
物
価
高
騰
に
よ
る
負
担

軽
減
策
と
し
て
、
井
戸
水
な
ど
を

飲
用
に
利
用
す
る
町
民
や
町
内
の

事
業
者
を
対
象
に
、
補
助
金
を
支

給
し
ま
す
。

▽ 

対
象
者　

次
の
全
て
の
項
目
に

該
当
す
る
こ
と

①
個
人
の
場
合

◦�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
世
帯
主

で
あ
る
こ
と
。

◦�

同
一
の
世
帯
に
水
道
料
金
の
基

本
料
金
の
免
除
ま
た
は
こ
の
補

飲
用
井
戸
水
利
用
者
の

補
助
金
に
つ
い
て

助
金
（
令
和
６
年
５
月
分
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人
が
い
な

い
こ
と
。

◦ 

経
済
的
な
理
由
で
井
戸
水
な
ど

を
利
用
し
て
い
る
こ
と
。

②
事
業
者
の
場
合

◦ 

町
内
に
事
業
所
を
有
す
る
法
人

で
あ
る
こ
と
。

◦ 

水
道
料
金
の
基
本
料
金
の
免
除

ま
た
は
こ
の
補
助
金
（
令
和
６

年
５
月
分
）
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。

◦ 

事
業
活
動
上
の
理
由
で
井
戸
水

な
ど
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
。

▽ 

対
象
期
間　

５
月
１
日
㈬
～
３１

日
㈮

▽ 

給
付
額　

１
１
９
４
円

▽ 

支
給
時
期　

７
月
下
旬
か
ら
順

次
支
給
し
ま
す
。

▽ 

申
請
方
法　

申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添

付
し
て
、
役
場
上
下
水
道
課
か

木
野
支
所
に
持
参
、
ま
た
は
郵

送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

申
請
書
な
ど
は
、
役
場
上
下
水

道
課
と
木
野
支
所
に
備
え
て
あ

る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽ 

申
請
期
間　

５
月
１
日
㈬
～
６

月
２８
日
㈮

申 
請
・
問
合
先　

役
場
上
下
水
道

課
料
金
係
・
給
排
水
係
（
内
線

３
７
２
・
３
７
５
）

耕
地
防
風
林
造
成
へ
の

奨
励
金
を
交
付
し
ま
す

　

町
は
、
強
風
に
よ
る
農
作
物
の

被
害
防
止
を
目
的
と
し
た
耕
地
防

風
林
の
造
成
に
対
し
て
、
奨
励
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

▽ 

交
付
基
準　

４
月
１
日
以
降
に

苗
木
を
購
入
し
植
栽
し
た
も
の

で
、
苗
列
が
２
列
以
上
で
、
原

則
、
苗
列
間
が
２
メートル
以
下
で
あ

る
こ
と
。

▽ 

対
象
面
積　

３
アール
以
上
と
し
、

５０
アール
を
限
度
と
し
ま
す
。

▽ 

交
付
額　

１
アール
当
た
り
、
１
５

０
０
円
以
内

申 

請
・
問
合
先　

役
場
農
政
課
林

業
係
（
内
線
７
２
９
）

局
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
（
☎

１
１
９
）
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
林
道
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

林
道
は
一
般
の
道
路
に
比
べ
、

急
勾
配
・
急
カ
ー
ブ
が
多
い
た

め
、
低
速
で
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
森
林
で
の
作
業
の
た
め
通

行
を
制
限
し
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問
合
先　

役
場
農
政
課
林
業
係

（
内
線
７
２
９
）

ヒ
グ
マ
と
の

遭
遇
に
ご
注
意
を

　

北
海
道
は
４
月
１
日
㈪
～
５
月

３１
日
㈮
を
春
季
ヒ
グ
マ
注
意
特
別

期
間
と
定
め
て
い
ま
す
。

 

近
年
、
ヒ
グ
マ
の
目
撃
情
報
が

増
加
し
て
お
り
、
今
年
も
多
く
の

ヒ
グ
マ
が
出
没
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
山
菜
採
り
な
ど
で
野
山

へ
入
る
場
合
や
農
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
こ
と
に
気
を
付
け
て

く
だ
さ
い
。

◆
ヒ
グ
マ
と
遭
遇
し
な
い
た
め
に

◦�

事
前
に
ヒ
グ
マ
の
出
没
情
報
を　

確
認
す
る
。

◦
１
人
で
は
野
山
に
入
ら
な
い
。

◦�

野
山
で
は
音
を
出
し
な
が
ら
歩

き
、
農
作
業
中
は
ラ
ジ
オ
な
ど

で
音
を
出
し
な
が
ら
作
業
す
る
。

◦�

薄
暗
い
と
き
は
野
山
に
入
ら
ず
、

１
人
で
の
農
作
業
を
避
け
る
。

◦�

野
山
で
ふ
ん
や
足
跡
を
見
た
ら

引
き
返
し
、
農
作
業
中
に
見
つ

け
た
場
合
は
作
業
を
中
断
す
る
。

◦�

生
ご
み
は
必
ず
持
ち
帰
り
、
家

の
周
り
に
放
置
し
な
い
。

◆
ヒ
グ
マ
と
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
ら

◦�

急
に
大
声
を
出
し
た
り
走
り
出

し
た
り
し
な
い
。

◦
ヒ
グ
マ
に
奪
わ
れ
た
荷
物
は
あ

　

き
ら
め
る
。

◦
ヒ
グ
マ
と
の
距
離
が
近
い
場
合

　

 

は
、
視
線
を
そ
ら
さ
ず
、
ゆ
っ

く
り
と
後
退
す
る
。

◦
ヒ
グ
マ
が
こ
ち
ら
に
気
付
い
て

　

 

い
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
静
か

に
そ
の
場
を
立
ち
去
る
。

◦�

子
グ
マ
を
見
つ
け
た
ら
絶
対
に

近
づ
か
な
い
（
母
グ
マ
が
子
グ

マ
を
守
ろ
う
と
攻
撃
し
て
く
る

可
能
性
が
あ
る
）。

　

な
お
、
ヒ
グ
マ
を
目
撃
し
た
ら
、

役
場
か
最
寄
り
の
警
察
署
（
☎

１
１
０
番
）
や
交
番
な
ど
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

役
場
農
政
課
林
業
係

（
内
線
７
２
９
）
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ご
寄
附
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

　

町
に
多
く
の
事
業
者
や
個
人
の

皆
さ
ん
か
ら
心
温
ま
る
ご
寄
附
を

い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

い
た
だ
い
た
寄
附
の
内
容
に
つ

い
て
、
寄
附
者
の
皆
さ
ん
の
ご
意

向
に
沿
っ
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

▽ 

音
更
町
陶
芸
研
究
会　

現
金

７
千
円

▽ 

ホ
ク
レ
ン
農
業
協
同
組
合
連
合

会　

現
金
１
０
０
万
円

▽ 

帯
広
ロ
ー
タ
ー
ア
ク
ト
ク
ラ
ブ

生
理
用
品　

２０
万
円
相
当

▽ 

（
公
社
）
帯
広
地
方
法
人
会
音

更
地
区
会　

外
部
給
電
器　

７０

　

万
円
相
当

▽
東
和
工
研
㈱　

現
金
２０
万
円

▽ 

十
勝
歯
科
医
師
会
音
更
会　

歯

ブ
ラ
シ　

６
万
円
相
当

▽ 

音
更
建
設
業
協
会　

防
犯
ブ

ザ
ー
ほ
か　

３５
万
円
相
当

（
敬
称
略
、
２
月
２９
日
ま
で
の
受

け
付
け
分
）

お
び
し
ん
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト

成
婚
４
組
目

　

町
と
連
携
協
定
を
結
ん
で
い
る

帯
広
信
用
金
庫
が
運
営
す
る
結
婚

相
談
所
「
お
び
し
ん
キ
ュ
ー
ピ
ッ

ト
」
を
通
じ
て
町
内
４
組
目
の
成

婚
カ
ッ
プ
ル
が
誕
生
し
ま
し
た
。

同
信
金
で
は
、
平
成
２９
年
６
月
か

ら
十
勝
管
内
で
結
婚
を
望
む
人
を

対
象
に
相
手
の
紹
介
や
お
見
合
い

の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　

町
は
こ
の
結
婚
相
談
所
を
通
じ

て
成
婚
し
、
本
町
を
生
活
の
拠
点

と
し
た
カ
ッ
プ
ル
へ
結
婚
記
念
品

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　

お
び
し
ん
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
の
詳

細
を
説
明
し
た
動
画
を
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

役
場
企
画
課
交
流
推
進

係
（
内
線
２
１
８
）

自
衛
官
募
集
事
務
に
関
す
る

対
象
者
情
報
の
除
外
申
請

　

町
で
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
第

１
２
０
条
に
基
づ
く
依
頼
に
よ
り
、

防
衛
大
臣
に
対
し
自
衛
官
な
ど
の

募
集
事
務
に
関
す
る
募
集
対
象
者

情
報(

住
所
・
氏
名
・
性
別
・
生

　

町
は
、
公
営
住
宅
と
し
て
生
活

困
窮
世
帯
な
ど
に
転
貸
す
る
た
め
、

民
間
事
業
者
が
所
有
ま
た
は
建
設

す
る
町
内
の
賃
貸
住
宅
を
有
償
で

借
り
上
げ
ま
す
。

▽
募
集
戸
数　

５
戸
程
度

▽ 

借
り
上
げ
期
間　

６
年
未
満
で
、

最
長
令
和
１２
年
３
月
末
ま
で

▽ 

申
込
方
法　

令
和
７
年
１
月
３１

日
㈮
ま
で
の
平
日
、
午
前
９
時

～
午
後
５
時
３０
分
に
必
要
書
類

を
建
築
住
宅
課
住
宅
係
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
書
類
は
住
宅

係
に
備
え
て
あ
る
ほ
か
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

▽ 

選
考
お
よ
び
採
用　

書
類
審
査
、

申
請
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
現

地
調
査
な
ど
を
行
い
審
査
を
し
、

適
切
で
あ
る
と
認
め
た
物
件
の

中
か
ら
選
定
し
ま
す
。
た
だ
し

応
募
戸
数
が
募
集
戸
数
に
達
し

て
い
な
く
て
も
、
審
査
結
果
に

よ
っ
て
は
不
採
用
と
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

※ 

借
り
上
げ
る
住
宅
の
条
件
な
ど
、

詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
住

宅
係
に
備
え
て
あ
る
資
料
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申 

込
・
問
合
先　

役
場
建
築
住
宅

課
住
宅
係
（
内
線
３
２
４
）

公
営
住
宅
と
し
て
借
り
上
げ
る

民
間
賃
貸
住
宅
を
募
集
し
ま
す

年
月
日)

を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
情
報
提
供
は
法
令
に
基
づ

く
適
正
な
情
報
提
供
で
あ
り
、
提

供
に
当
た
っ
て
本
人
の
同
意
は
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
町
は

情
報
の
提
供
を
望
ま
な
い
人
へ
の

配
慮
と
し
て
「
除
外
申
請
」
の
手

続
き
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
衛

隊
へ
提
供
す
る
名
簿
か
ら
除
外
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

▽ 

対
象
者　

町
内
に
住
民
記
録
が

あ
り
、
令
和
６
年
度
に
次
の
年

齢
に
な
る
人

◦�

１８
歳(
平
成
１８
年
４
月
２
日
～

平
成
１９
年
４
月
１
日
生
ま
れ)

◦�

２２
歳(

平
成
１４
年
４
月
２
日
～

平
成
１５
年
４
月
１
日
生
ま
れ)

▽ 

受
付
期
間　

４
月
１
日
㈪
～
５

月
１５
日
㈬

▽ 

申
請
で
き
る
人　

本
人
ま
た
は

保
護
者
な
ど

▽ 

申
請
方
法　

役
場
広
報
広
聴
課

お
よ
び
木
野
支
所
窓
口
、
郵
送

ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申 

請
・
問
合
先　

役
場
広
報
広
聴

課
広
報
係
（
内
線
２
１
６
）

▲�町ホーム
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◆健康おとふけ２１

　誰もが長く元気に暮らしていくために、健康の

重要性はより高まっています。また、普段から心

身の健康を保つことは、感染症の流行や災害への

備えとしても大切です。健康おとふけ２１は、町民

の皆さんの生涯を通した健康づくりと、それを支

える社会環境の整備により、町民の健康寿命の延

伸を目指す計画で、令和６年度から第３期がスタ

ートします。

◆�音更町民の健康寿命

　健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限

されることなく、自立した生活ができる期間のこ

とです。

健康寿命
音更町では「平均自立期間（要介護

２以上になるまでの期間の平均）」

を健康寿命の指標としています。

不健康期間
平均寿命と健康寿命の差で、日常生

活に制限のある期間を意味していま

す。

　現在、音更町の男性の健康寿命は７９．８年、不健

康期間は１．４年、女性の健康寿命は８４．５年、不健

康期間は２．８年です。これは、国や北海道とおお

むね同じくらいの年数です。健康寿命を延ばしこ

の不健康期間を縮めていくことが、健康寿命の延

伸、つまり健康で長生きな人生につながります。

◆�あなたの健康が、持続可能な社会の実現を支え

ます

　健康寿命を延ばすには、バランスのとれた食事

や適度な運動、良質な睡眠やストレス管理など健

康的な生活習慣と、定期健診（検診）による病気

の早期発見・早期治療が大切です。また、介護予

防やこころの健康を保つことも重要です。

　さらに、健康寿命の延伸は個人の健康や幸せだ

けでなく、健康で長生きの人々が増えることで、

地域での助け合いや、医療費・介護給付費の抑制

につながることから、町民一人一人の健康が、持

続可能な社会の実現を支えることになります。

◆�来月から健康寿命を延ばすための健康情報をお

知らせします

　健康推進課では、町民の皆さんの健康寿命を延

ばすため、「健康おとふけ２１」の内容から、さま

ざまな健康情報をお知らせします。誰もが健康で

幸せな生活を送ることができるよう、皆さんで取

り組みましょう。

問�合先　保健センター内健康推進課☎４２－２７１２、

℻４２－２７１３

スポーツ 保健・介護 福 祉 催 し 募 集 そ の 他

「健康おとふけ２１」計画がスタート「健康おとふけ２１」計画がスタート

　人生１００年時代を自分らしく健康に生きるために第３期健康おとふけ２１がスタートします。

出典…国保データベースシステム令和４年度累計

音更町民の健康寿命と不健康期間

７６ ７８ ８０ ８２ ８４ ８６ ８８ ９０

男性

女性

平均寿命�８１．２歳平均寿命�８１．２歳

健康寿命�７９．８歳健康寿命�７９．８歳

平均寿命�８７．３歳平均寿命�８７．３歳

健康寿命�８４．５歳健康寿命�８４．５歳

不健康期間�１．４年

不健康期間�２．８年
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